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「携帯李総米向けすノレチメディア放送の実現に向けた綴皮整備に関する基本

的方針(案)J!こ関し、民紙のどおり窓見を提出し設す二



別紙様式

該当官議所

この度の� i携帯端米向け'""<Jレチメディア放送の実現に向けた制度整綴

に関する基本方針案JI立、平成� 20年� 7)]1と取り亥とめられた f携普李総未

向It'""<ノレチメディア放送サービス等の在り方iこ衡する懇談会j報管被の

縫合を議本iこ枠組みが示されているとともに、広く留民に普及した携毒事

官隊絡等の携帯端末や、家裁号泣の移動受償機を ~1言設機として想定し、移
動しながらであ情報告と入手でき?る� f携手特性・移動段j と、不特定多数の

者に対して向勝に直接情報をi去る「放送j という岡高の機能を有十る新

たなメディアとしての位綬づけが� 2されており概ね焚成できる。

受信機の綴便性、非常災後符のライフラインとしての役裂など国民に

広く支持されているアナログラジオをと将来的に包含できる可能性そ持っ

たメディアとして、� fゆるやかな移行Jの実現化と利用者保護の後ぶにも
全体

配慮、した制度化がなされ、� E雲氏の革IJ便性の向上iこ役立つことはもとより、

殺が置の役会や族楽の努療に資するメディアとなるよう制度数備の検討

がなされることを期待する。またj二紀懇談会報令書の制度化のま塗念で永

されている、� f地域綴目黒J r地域情報の被保J r地域文化、滋域社会への貢

献J r既存ラジ去十のノウハウの活用jき撃が生かされ、新規数殺者とともに

既存資ぶ放送喜多業者の参入が容易となる制度となるよう皇室滋ずる。

本件道t%募集とは別に、「通信・放送の総合的な総体系の在り方� j 

に対する意見募集が行なわれており、通信・放送の総合的な法体系の成

立に先立って携帯端米向けマルチメディア放送の制度整織が行なわれた

場合、本方針案が後の巡償ー放送の総合的な法体系によって火きな変更

を求められることの無いよう、整会役には十分配慮いただきたい。� 
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受託放送・委託放送制度を採潟ナることは、放送施設の整備に多額の
1全体的な方針a ;資金を華ぎすることからも適切でま与る。 

(2)参入の給総み

映像・音響・デ}タ等の様々な情報を組み合わせたマノレチメディア放� 

l 全体的な方針 送では、特定の受信機向けに情報告::-~法る通信的なサービスも考えられる 

(3)制度整備に たっての基本的な考え方 が、放送の持つ公共伎が績なわれないよう一定の配慮が必要害と考える。� 

2 無線局の免許(関設計画の認定}に係る制度

整備� 

(3) 開設計爾の詩想定の審査

(j)特定墓地周の配置及び揚設待期

イ地方ブ1:1ック向け放送に採る基準


ウ鉄道、� a勤務等により視聴者が移動した場

合iこも受イ震できる環境を整備するため定め

る特定2器地局の画日援及び開設時期に係る基

準をど満たすこと。

地方ブロック向け放送に関ずる特定2基地局の配霞及び開設時期に演して

は、地域ごとの状況に応じた3毒殺とすべきである。例えば地形による置

局数の漆いや、地域ごとの市場性による投資の効巣等身考慮し、受信機

の普及や地域ごとの状況を加味し、柔軟性を持たせることが適当である。

鉄道、翁動車向けの特定義総長警の配援及び務設特異議に関しても、受信

機の普及や地域ごとの状況を加減し、柔軟性を持たせることが適当であ

る。� 

5年以後における特定基地局の配置に関する計画についても、受信機� l

⑤掠設計磁の認定の� gから� 5年以後における;の普及や地域ごとの状況を加味し、柔軟性を持たせることが適当である。

特定基主義潟の記霊iこ演する計義援を事� ; 
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[3 委託放送業務の総定に係る純度整備� 1

l 泌方ブロックi却す放送において放送の多元性を硲保するためには、あ
(1)委託して行わせる放送に係る周波数� j 

争・・・放i援対象地主義ごとに・・・周波数・・・!
jらゆる可能性会排徐しない照波数の指定がき還ましいと考える。

委託放送事業者慾定のための比較審後;孫自に関しては、設緩図的、

霊童理曲線、十分な説明を事業務に行うとともに、放送事楽殺の「番総;
(2)認;設の審査	 編集の� BE討j に対しての規制強化とならないよう燦笈な配慮惑と務室す� l

ゑ般について	 る。|

。)認定の審査

(j)表現の自闘の卒者	 1 絞営的な選択肢を広げる観点からも、更なる� f表現の自治の学専守主義準J

イ地方ブ以ック向け放送に係M委託放送業!の緩和宏要望する。

語学年の懇絞会報舎の制度化の潔念で示された� f既存ラジ三?のノウハウ

の活用J1立、コンテンツの多様性の確保、多チャンネノレ化を実現する上

|でも旅常に重姿な褒念であり、長年にわたり悶民に支持dれ、� f言華民され� 

⑤新規コンテンツの占める割合	 lてきた既存放送番線を活用ずることは、新規メディア、� 5まf議機普及の-

j勃となると考えられることから、新規と統存コンテンツを柔軟に編成で

品ることが室きましい� 
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j 広く萄民iこ毅しまれているアナログラジ;;t放送を高音質とデジタル

@その総全額放送又は地方ブロックi却す放送;ならではの新機能を付加したデジタノレ放i畿で聴くことができることによ

念体としての思甥普及のために必婆となる	 IJ，デジタル受信装置の潜入意欲が溌まり、本綴の普及iこ資すると考え� 

Qo したがって、アナログラジオ放送のサイγ ル放送を行なうことが不

科に扱われないような制度とすることが必要警と考える。

日本の放送は、公共放送と民間放送の二元体制により健全な発展を遂

げてきた歴史がある。新たな放送においても、そのバランスを保ちなが

ら、問者が健全に発展していけるような体制を維持できることが望まし

い。� NHKが有するコンテンツや技術簡のノウハワの活用は、新たなメ

ディア令交ち上げ、受信機をゼロから事事2えさせなければいけない今回の

""i')レチメディア放送の事業化には不可欠な重要素である。地方ブロック内

における多様なコンテンツの篠保、音声・データ・映像等様々な情報告と
その総

柔軟に組み合わせた� ISDB-Ts話JJまえの特徴をブノレに生かしたサ…

どスの突き誌、地域iこ必要な災等情幸誌の審議然、外国人向けの多言語放送の� 

3起用化など、� 2003年からDIミ?の災潟化試験放送を透して� 8年間に渡り� 

NHK内に蓄積された多様な新たらしいコンテンツ、マルチメディア放� 

i送に演するノウハウは、すでに問主主の財産と考える。公共放送としての

先導的な投割りを大いに期待するとともに、参入に認して昔話線を加える

ことのない制度整備となるよう強く獲むむのである。

以上� 
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テレピ車時限

意見書

平成 21年 8月 10B

総務省情報涜運行政局

放送政鍛媒御中

勝捜番号: 1068001
叩 

住所:東京都滞際六本木 6TEl9帯 1号

会社名:株式全社テレピ朝日

民名:早湾洋  

f携帯端米向けマルチメディア故迭の実現!こ向けた ttJ度整備に織する基本鵠

方聾〈議)J rこ欝し、主IJ維のとおり意見を議摘します。 
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テレビ朝日

項目�  

2.無線局の免雲寺〈賂設計ii!!i'の認

定〉に係る綴度整縫� 

(3)綴翻習の認定の審査

住滞緩畿地局の配鐙及び繍設時

芸書

②事業部語防総決性� 

2ま晃

携帯端末期iすマルチメディア綾部本地上デジタル放送えま

どの基幹放送では対応しきれない濁民視麓者(f)多緩多様なニ

ーズ1::応える放送であり、基幹放送の織菜室哲・� 4せ1倒的な役裁

を怒うべきだと考えを設す。

新しいメディアカ明来発燥するために1;1;..必要なインフラ

がより確実鳩徹されること金潤験されるべきであり、� f特

定義徳島の画定援活えぴ開始時綴jについて、総設計閣の認定の

日から� fS年以内jどする織問ι滋事襲カパ-a与の纂帯主i

柔獄絵を持たせることカ噛切であると海:it家す。� 

こ、
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テレピ朝日� 

| 項呂�  

I	3.獲量去放送業務の認話回こ係る制

度整備� 

(2)認定の畿運筆


任液2箆の路践の享有
 

意見

事業悲鳴の映像コンテンツの制作・環達などは既存の放送事

業翁の関わりを無視でZきない状況にあり3ます。したがって、

警告続放送業務の認定を受ける事業者においても、地上放送署長

象者の出策定吻服されることについてi弘経営の選択肢を大

き〈狭めることになると考え2ます。

また、特別衛星放滋の� r滋現の員宿の票率事J 1':1ふ池上放

滋察象者の出資比調停綴議選の例外が設けられるなど� (2中継務

以肉であれば支配剛お入部一定の隠臓が見られるのに対し、

本件にiまそうした例外事壌が見鶏たり"*せん。

池上放滋響楽者のみが過覇軍!こ制緩されるような審議凌基準は

設けるべきではない&考えまサ。

3. ~陸続放送業務の認定に係る制

度難儀� 

(2)認定の審査

@劾果的な2建議放送など、公共

の篠訟の滋遂に資する放送の

被告義

@滞業計酒の確実性

携帯端末向lナマルチメディア放滋1':怨定されるサービス� 

lま、地上デジタル放送などの議事争的放送では対応し脅れない

国民視聴帯きの多種多様なニ…ズに応える放送であるべきだと

考えます。そのような補溌的・付加的な新しいメディアにお

いて、地上デジタル放送やBSデジタル放送などに課されて

いるような義幹約放送並みのレベルでの� F災害放送の被保i

はなじ3まないと考えます。

災議泳送の確保など金泳守防福祉の増曜に資T.Q放送の確保

?を遺及するあまり、銭前放送業者の f事業計獲の確実胞を

損なうもので主主あってはならないと海3t"*す泊温度な重量娘は

委託放送事象翁の経営環境疫反滋ムコンテンツの突の低下

などを事i脅起こしかね号室せん。ユーザの事i援を織なうことの

ないよう、マルチメディア放送金体の健会な苦華麗にも配慮す

べきと考えます。

&祭託放送業務の認定!と係る縦

波盤鎗� 

(2)認定の様変

⑤溺繍コンテンツの占める割合

放送事家殺が自らの放送議績を編集するにおいてiふr表現

の療応jが最大限侯築会れること島常言援であると港えます。

践E騒な番組肉容の編集に挺触する基準(J)導入についてはき童〈

反対します。

また、務終点では『新規コンテンツjの定義が明E撃ではな

く、仮!こ定義を設けるとしても、きわめて穣還な検討品協要

だと考えます。

さらに、新競コンテンツの占める数億約な割合を掲げると

しても、会轍村妥当性のある数億i械泌せないと書替え"*T" 

し一一……………
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テレビ朝日

磯良  鷺晃 寸
3略委託放送費量務の認定に係{)普請j 放送車集者がgきらの放送議総a:編集するにおいてfゑ『表現 i
度懇備 の闘由jカ種保されることが議獲であり、番組の内線に踏み

(2)認定(J)審査	 込む滋簿の導入iま反対し3ます。

⑥いわゆるコマーシャルやショ 1 また、いわゆるコマーシャルやショッピング醤経等の占め

ツピング勢総勢撃の占める割合	 iる割合を制限会れることは、家損陸上無料放滋の滋択肢を劣後

!こすることになり、ビジネスの宮写能性を最初から濁ぢすこと

になると患います。事者たなメディアでの新たなビジネスであ

ることを長考えると、事態々 などジネスがあらゆる可能性3をもっ

て展開できるよう規畿は縫カ排して、原則としては民間の磁

全自律に任役るべきだと考えますの 

3岡宮接続叙送業務の認3住!こ係る制 f放送議組の製作取引の適正性の百車線建事J Iま、性箆Iニf計

度整善幸 画j というものにはなじ議ないと考え家1れより寝室な検討

(2)認定の革審後 嘉浩要だと考えます。


議放送番総の製作取引の遼主役


の被保書事のためのE主体的な計画
 

3震委託放滋3総務の認定に係{)3i!1 受信設備の事普及についてl乱受信設備メーカーや一部受託

夜遊鏑 放送事業者によるところが大浅く、受信設備の意普及のために

(2)認定の審重量 警告続放送事業者が能動的iこ行えることは撮られます。そのた


QID~患緩設僚の早期普及のための め2主体約に f具体的な滋蛮j を立案するのは基盤しいと考え家


具体約な針函 す。
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子レピ朝日

環懸

4‘その他の事績〈有税数滋管理襲

業務iこ係る規律〉

意見  

携線機米j却すマルチメディア放送iま F受託放送・委託放送

制緩J~を採照し、有料課金のビジネスが中心となること左犠

寂されることから、殺害等放送曾綾象業者〈いわゆるプラット

フォ…ム事業若宮)ÍJ~:必善悪となることが予葱されます。このよ

うなプラットフォーム事染者iゑ衛寝室生送などの有車場放送権

滋(J)緩史家経費等iすば分かるように、少数の事業者i二級数する

ことから、多〈の緩銭安有することも懸念されます。

よって、議終銭滋繁寝袋務jこ係る規律を適用することは費

成で、務4演し議す。

以上 
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意見番

平成 21年 s月 10日 

総務省情報流巡行政局放送政策課御中

i'lOS-8岱12


然主主務1港区虎ノ門 4令 12


株式会社テレ夜主主


上席執行役5議 事歪営戦略局長 三三宅誠一

「携帯嫌米向けマルチメディア放送の実現に向けた総度整備に関する基本的方針(策)J

に関し、初級のとおり設YI惑と提出しますの



回目


参1入のの行枠組}み 現となる報告書該当箇所(2 司全貯意放罰見向送の対けの放実象送2えび泌ブロック向

iこ当たっては、阪ら

れた5審議長数を利用して複数の者が

主主送番組後援供する翁として話番人

すらことがで会るよう、受託放滋

4とする安芸線Mの免許を受けた者及

び委託方女送業務 (J)鋭、定をきまけた者

によち激主義:a:実現する、いわゆる

「携帯館長次ぬけマルチメ ィア放  

滋JI主主号支誌の放送でまち号、ハード盤

会議に多額の資金を必妥どすること

などから、ハ…ド・ソアト分議室型の

制度;立会渡的と る。 

分荷量型制皮を採尽する場合は、参入

を希望するソフト耳主主義ダが公平に

扱われるよう時程度設計が成される  

f受託主主滋・委託童文滋制度I殺事長;べきであるa またソフト導義務の編  

F目することとする。!成権を総容ますることが極めて宝重要

}である。 

3の (2) 全般について ウの⑤の記述にある「番最設の多様性の

認般のま奪三室 確保J Iこ加え、「サービスの多様性」

が携絡すノレチメディア放送にとって

友義援と考える。 r多縦性jの事翼足まから

は、思ま存放送縁組のサイマルマ放送、 5要

書寺!務長文送(タイムシフト)も f多様後j

の一都合成すと考えるところである。

比較審貨において、 f新規コンテン

ツjなど特定め落組(情報)の占める

割合絡を考綴十る旨の方針が示さ

れている。しかし、これらの家項の

ほとん目立放送事業務の  f番綴綴集

の自由 jにかかわるものであ号、規

律激化にあたるため不昔前切である

と考える包基本的)i針の事議後にあた

っては、被糖、者{即lからみて議求しい  

f多様性Jが確保されるよう艇を認す

る。 

3ぶ(2) (f)訓示蚕間協の享有  In鰭務総末 10Jけγ ルチメディア放送

ア会国向け欣送ーにそ翠る委託放誌を iザーピス宅事の夜型えまに関する綴談会

繁華語 |報告書J3 1ページにおいて、 r(淡現

(7)ーの荒主主放送芸事業者等〈池上放|の綴出享有毒装殺に憶して)議本が~Iこは

送事主義務、地上主主去最高事業者投災記 11緩和の.JJ向とナることが泌をきjとされ

ナる者又はこれらの殺に支配され!ており、この設予雪合支持する。

る穏をいう。以下向じ。)が三分の j禁事事害総米向けの放送としてワンゼグ;

!一以上の議決絞殺容する I明言語者iこli汝送が幅広く認知されているや、ワン

いついては家事完の日岬宥基主撃に合|セグ数送との不必要な脈問ぎ、昨



致しないものとする。

(イ)(7)の基準を満たす申請者のう

ち、当該地上放送事業者等の有す

る議決権が十分の一以下であるも

のを優先するものとする。

帯マルチメディア放送の発展を促進

するという観点からも、参入などにお

いて既存放送事業者との関係性を考

慮すべきである。

その他 端末の普及支援 『携帯端末向けマルチメディア放送

サービス等の在り方に関する懇談会

報告書~ 21ページにおいて、 rvー 

LOWI士、携帯電話端末へのアンテナ

の内蔵に難点がある」と指摘されてい

る。現在広く普及している携帯電話端

末へのチューナーの搭載の有無は事

業の成否にかかる問題である。チュー

ナーの小型化等の技術開発において

行政の支援も検討すべきと考える。



J段見書

平成  21年 8月 10日

総務省情報流通行政局

放送政策総御中  

〒 107-8006

景荒占有議採算装 5-3-6

議設装組首長議選ホ…1レディングス

筏溺最高寝官長 if這鞍支 

f携殺端末向け?ノレチメディア放送の実現iこ向けた制度獲綴に関する主主本的方 
11に対し、琵)J針〈案 紙のとおり怒見を提出し 3まず。
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1.念体的な方針ω 「狭像・ 1安警警・データ毒事の様々な情報を柔軟に組み合わせた、従来

;にはない新しい放送番組の爽現」を関綴す撲帯端末肉けマルチメデイ j

ア放送は、既存放送事業者にとっても視縁者層やピジネスモデルの異!

なる新しい泰業となる。その立ち上げに llijとっては、新たなコンテン|

ツの制作や、放送施設・設備の懇憾などに多額の投資が必撃をになって

くる。こうした負担増大令少しでも灘けられるよう、総皮整備に当た

っては新規参入機業者を優遇するだけではなく、淡海事業からの fゆ

るやかな移行Jも災現できるように配慮して欲しい。おらに号事UJ:1震の渓

潟 iこEきたやでも、新しいメディアの事業性令績なわないよう記慮し、

慎重な遼F話会行って欲しい。

中寺に既存のうテジオ放送務業者は、より地域に紛議した放迷惑ど行うこ

!とで、各地域で社会的・文化的に重姿な役割を来たしてきたむ受信の

容易さや、受信機の簡便性から災害時のライフラインとしての役割も

評価されている。そうしたメディア機能を繍なうことなく、既存考察講義

者がスムーコぐに地方ブロック向け放送に参入・移行できるような制度

機築と運用会闘って欲しい。

2.安委総胤の免許{開設計画の認定}に係る制 oc 告U皮的な参入条件として没彩;fJパー率沿線定するととは新たなメデ

整備 
(3)開設計爾の認定の審査

ィアの薬会議むばかりではなく、新規メディア事業の立ち上がりに滋;

たって、その事業従令綴なうことにもつながりかねない。開設計画の|

認定に係る制度慈備や、その運用に当たっては、者持楽性について慎重 
に検討・配慮して欲しい。淡た地域によって異なる市場性や、音量f，jJの:

難易皮などについても同様に況感すべきである。そもそも携帯端米向

i



It7/レデメディア放送i立、題定した場所での受信よりも、移動中・移

霊訪後の受像令書金援としているので、世帯カバー率を考察交基準に厳しく

適用することに強い蓋然性があるとは考えにくい。 

3.委託放送業務の認定に係る潮Ue支援織

(2)認定の審査

「新規コンテンツ jや fコマーシャルやショッヒ。ング番組毒事Jr地方 
ブロック向け放送で、その地域向けの情報jの占める言語合を、認定雲寺

の比較審査の対象iとするととは不適当だと考える。これらは「表現の

合防 jや「放送番総編集の自由 j に直接関わるものであるし、なによ

り新規メディアの立ち上げの際に、その経営の選択絞や事業伎にたが

をはめるような制度整備は避けるべきである。 

4.その他の事項 「地方ブ、ロ yク向け放送j の立ち上げや、普及に当たっては NHK

のコンテンツや、技術・設備面でのノウハワの活用に大いに期待した

い。岡本の放送は、公共放送と民開放送の二苅体制により健全な発燦

を遂げてきた歴史がある。新しい放送においても、そのパランス惑と保

ちながら、双方がさらに発展していけるような体制を維持でiきること

が盟ましいと考える。



議IJ紙様式

態見書

平成立1毒事8F110E3

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

郵便醤号� 320-8601 

(ふりがな〉 とちぎけんうつのみやしほんちょう

住 所 栃木県宇都宮市本町12-11

〈ふりがな〉 かぶしきがいしゃ とちぎほうそう

氏 名 株式会社栃木放送

代表取締役社長海老沼鯵議� 

F携事務端末淘� iすマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に演する慕本約方針

(薬)JIこ闘し、別紙の通り意見後援出します。

主主� 1 記長人又は極体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

;主な沼紙の大きさは、日本工業規裕A夢IJ4議たすること。別紙にはページ番号後記載

ずること。



，gIJ紙様式

し全体的な方針� 

(3)制度幾備に当たっての基本的な考え方

務長像・音響・データ等の様々な情報を組み合わせたマルチメディア放送では、特定

の受像機向けに情報を送る滋信的なサーピスも符えられるが、放送の持つ公共性が損

なわれないよう…定の配慮が必要と考える。

特iこ、税在の中波ラジオの聴取者iこ!立、携帯電話や車載型の移動受信機を利用しな

い中高年齢者も多〈、激安� 小型で自宅卓上型やポータブル裂のデジタル主主送受信機z

等の必要性を慾じている。できるだけ?放送j という機能を有する新たなメディアの

中に傍らかの形で包括できないかと考える。� 

3~委託放送業務の認定に係る斜度整備	 | 
↓ 地方ブロック向iす放滋において放送の多光性を確保するためには、あらゆる苦言能性
 

jを排除しない濁波数の指定が望ましいと考える。特に、王将波放送会社であるさ当社とし
 

玄、必要ではないかと考えて:iの行政との漣揖金盤長主役長主監掛放送j;支庄工鰐災放送 
;)委託して行わせる放送に係る潟波数(1 


舎・・・放送対象地域ごとに‘・・溺波数・雀.I 

」一一一 一一一一�  l~\ .Q o 
広鈴放送によるビジネスモデルにおいては、コマーシャルやショッピング番組i念事� l

⑥いわゆるコマーシャルやショッピング番組等|楽性を定右するものであり、家?と、制度によりその割合を規定することは放送事業者!

の占める割合	 !の主番組編集の自由!こ係わるものであることから、できる限り卒業翁の自主的判断にゆi
だねるべきであると考える。� 

-2-
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聴取者に長年親し家れているアナロク放送法デジタルラジオで聴くことができるこ


@その俄全冨放送又i本会議方ブロック向� iす放送 とにより、デジタル受信装置の購入意欲が潔家り、皐惑の普及!こ資すると考える。し


全体としての皐溺事普及のために必要となる!たがって‘アナログラジオ放送のサイマル放送を行なうことが不利に扱われないよう

毒事境等� な制度とすることが必要と考える。当殺の滋会-r:J季、現在でも自絞殺綴作成比率は70%
j

(地元の購入もので、当社での加工番組を会む)と穿常iZE事〈、デジタル化放送によっ

でもこの方針を変える考えはないe さらにウエイトを高める必婆があると考えるQ

。当事土i之ifJj皮ラジオ単営のため今鐙のデジタル化放送について会社の将来をti::お1"

る大変童書芸主主勢壌と考えています。そ舎とめにも糞動jiこデジタル化実施の方向で後

震しています。そこ:1'最も重要な点i家、現在でもそうですが工墾算ベースに合うか

どうかです。すなわちデジタル化をした場合に、はたしてスポンサーがついて売上� 
f、 があり収支が成� L)rz:つのかどうか」ということです。そのためには現在の中減放送

からデジタル波放送への移行持織のタイミングも含めて，次のような観点で検討が

必要だと考えています。しかし、現状の検討内室では、� Eまだまだ想定問題が多く貌
その他

実釣な試算ができ?をい状態です。

乞デジタル }J支の主主送で CMが取れて営業が~り立つ善寺潟 i家、いつごろなのか。 

-デジタル受僚機器の普及率。

-デジタル化により重量里望者躍は、どうなるのか。

-デジタル化による必要機材機器の3警備時期や設備投資額袋さらにハ…ド会社主

ソフト会主土全の資本投資額や設備投資額。

-デジタ )!-iじに主る年間のランーングコスト。

1 
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別紙様式

意見書

平成� 21若手� 8月� 78 


総務省情報流透行政局

放送政策課あて

郵便番号� 100ω8439 

(ふりカtな〉 とうきょう� eちょt:!.<ゅうら〈ちょう

住所 東京都千代磁区有楽町一T139欝� 3号

〈ふりがな) かぶし畿がいしゃにっぽんほうぞう

氏名〈注1)株式会社ニッポン放滋

取締役社長 磯原 裕� 

f携害事端末向iすマルチメディア放送の災現に向けた制度祭儀iこ演する基本約

方針{案)Jに際し、望号紙のとおり意見を提出します。

主主1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名?を記載すること。

設公 用紙の大きさは、岡本工業規格A夢1J4番とするこk。脳級にはページ轡

号を記載すること。



男IJ紙様式

君主見

1 念体的な方針

該当箇所

;媛られた潤波数i之主主数の善事講義者が主主主張緩組を提供サる者として参入できるように「受託放h~~W.:1.ì~ 
送画祭託放送総攻Jを採用することは、放2法施設の設備に多額の資金を要することからも遡

切 であると考える。.�  

I~ 祭線局の免許{標設計閣の認定) Iこ係る制度幾綴� 5年以内での世帯カバー務� 90出逮波紋、きわめて潔いハードルと考えられるg 世帯カバー率!

• (3) 関設計ii!ii0)総定の審査 の設定にあたっては、より柔軟な設定義様、対応を緩みたい。，�  

|①特定3審議局の配蓄電及び潟数時期

ア金銅向け放送iこ係る基準

ワ〉開設計溺の認定の悶から� 5年以内!こ、全母での世帯カパ…

継が芭分の九十以上になるように特定義総局を配設すること。

2 義幸線局の免許〈襲警設計図の認定)Iこ係る制度整機 |地域!こよって地緩釣条件なども異なることから、一事撃の義準を設定することにより、基総罪悪 

(3) 開設計彊の認定の審査 :への投資が大認に主義知し、結果として、率講能性を援なう ω レも予懇~れる。世手勢力パーE事の

か特定基繍の配闘機綿織 ; 腕 に あ た っ て は 酬 の 特 性 同じたより鰍誠一議、対応を緩みたい。

|ァ会蜜却す放滋!こ係る喜審議 

i(約締設計画の総定の日から 5年以内!こ、会濁でできるだけ均

衡のとれた彩で受備できる溌淡を整備するため定める喜基準を


満たすよう特定基地主襲安忍置すること。


立無線局の免許〈潔設計閣の認定)Iこ係る制度懇意義� t控努力パ…率の基準0)策定!こ当たっては、地域!とよって異なる状況、事~?t l草地形による鐙局
I 
(3)開設計立警の認定の審変 !の豪華易や、市磯伎による投資の効果を海慮し、一律な基準とするのではなく地域iこ節した議

①特定基総局の配護費及び務室生善寺期� 12事とすることを羨望する。

イ地方ブロック向iす放送に係るさ基準� | 

ぺ7) 開設計隠の認定の闘から� 5年以内に、各放送対象地域!こ綴;� 

iり滋てるj翠波数字帯域摺や喜葬祭性等を踏家?t定める機務カバ� 

! .è事O)~基準を満たすよう特定畿地局変喜三重まずること。 

-1・



別紙梼式

2 然綴潟の免許{開設計繊の緩慾)Iこ係る鱗度整機 都道府県によっては、地形の影響で相当な襲まの特定墓地局を重苦援しなければならず、それに

他殺言宣告?き警の認定の塁審至豊 よって事業牲を主義主ょう怒れもある。従って、後重患な墓地烏喜E還を求めるようなま基準とならな;

①特建築士鹿島の配置111.び線数雲寺英語 ;いよう要議する。 

イ総方ブロック向iす放送iこ係.?f，芸基準

(イ)放送対象地域内の各省s滋府燥において特定基地局後配霞

すベ務時期に係る基準を満たすこと。

2無線局の免許〈開設計量密の認定)に係る制度ま華鏡� jマルチメディア放送においては、鉄道、闘激怒毒事!こより視聴者が移動した場合にも受信でき

紛襲警設計覆の認定(!)務ま堂 jる潔壌を整奇襲することは重要なことと銀総するが、鉄道及び自動議寄撃での受信向け特定喜基地、� 

①特定義議長喜の忍霊友び喜毒殺善寺英語 ;忌の喜毒殺善寺英語については、経済性、被告毒殺祭場雪獲し、かつギャッブツィラ…設績の原発状況

ウ鉄道、Ia動車等により視悪事務が著書勤した場合iこも望号僚でをき� j を 勘案する寄事象軟な基準とすべきである。!

る潔様変盤備するため定める特定基地局の配置及び開設時期 さらに、ギャッブツィラー設備等の効語解約な滋賀を実混するために、地方ブロック1掲げ放送;

に係る基準を満たすこと。� I と全関向け放送開で可能な限り設備等後共用することが望ましいた符える。� 

• 3 ~警官官放送業務の認定 i二係.?f，制度獲繍 !放送対象地域が獲復する既存の放送築業務の参入に対する制限が緩和されており、評価す 1

; (幻総定の審査 ;る。加えて、資資主主主患者事業者の将来を謀議漆し、「一定の基準Jの3憲君主る緩和を含む柔軟な制

;①雲監滋(!)線路(!)事者 I1支整鏡を主義む。

イ黄島方ブロック向iす放送iこ意義る委託放送業務

(イ) (7)rこ関わらず、委託放送業務の申請に係る放送対象地域

た放滋対象地域が重複する地よ放送事業者等が三分の一以上

の織決権を有する申請者については、委託して行わせる放送に

係る腐波数帯域が当該放支援対象地域において一定のま基準安越

えない限り、表現の扇 5勤務事if~喜怒に合致するものとする。

附� 2. 



}jIJ緩様式

3 委託主主主堂梁務の認定i二係る制度獲奇襲� 同民主問問性の向上i市与する新規コンテンツ間むチメディア放送浦湖正3h 
(2)認定の様変 l可欠な要素であるが、加えて既存の放送事業者の著書級{災害報道等〉鱗作のノウハウの滋潟

⑤新規コンテンツの占める割合� ;も家た問様に重要であるた考える。したがって、例えば匂アナログラジオ放送のサイマル歓

送を行なうことが不利に扱われないような餓皮とする� ζ とが主要求れる。

i 3 委託放送幾務の認定iこ係る制度整備� 広告放送によるビジネスモデルにおいては、コて才一シヤjしゃシ謂ツピング著書綴!主要葬祭性を友!

• (2)認定の議後 おするものであり‘ま?と、制度によりその都合変貌慾することは放滋事業者の番組織祭(])!3'

j③いわゆるコマーシャルやショッピング番組等のおめる割合� 密iこ係わるものであるこどから、でミきる限り事業者(])繍主的判断にゆだねるべきである。� i

3告書続放送業務の認定lこ係る純度整備� 基準が機妹で、~意約なi綴淘が懸念されるため、特別衡』星放i畿の比較審査J基準〈放送法関係!

:(2)認定の簿登 i審査基滋の芸IJ紙 2)を参考iこ、� f成人向け著書季語の有無Jと修1Eずるよう要認す.f>.� 

1⑦成人番組等務少年iこ宥謬な影響を与えるおそれのある番組

(])有無
 

3 望書続放送業務の認定|こ係る君事IJ~霊懇倫 委託放i殺事業考として可能な� f受信設備の皐期普及のための取り絡みjとしては、受信後メ
 

(2) 認定の審査 ;一力一、祭事葬キャリア等に{働きかけることが考えられるが、鍛えて、受信自主織の続発に向け

⑩受信設備の恩期号普及のための具体的なきす溜 |た試験放送の災施等の取り絡みも饗変対象iこ加えるべきでるる。� 

3 委託放送業務担〉総定に係る制度懇儀 !土色淡潟It情報の害i昔?など番組内容後輩IJ患をにより規定Tることは、放送還葬祭衰の番組緩祭の鼠

;{空)総E震の審変 :療に{係わるものであることから、できる線り事業努の段3主的平日厳にゆだねるべきである。� i

⑪地方ブロック向け放送については‘各放送対象地域におい;また、電望宣伝言設特性上、問…ブロック肉で複数(])周波数を俊殿ずる必要が生じる滋合も考え� i

て、そのま患域向けの情報 |られる。その場合にi立、ブロック内の一部ことりアでより地域i二塁野綾した放送を干すうことも王宮;

貫主となる。放送者葬祭者(])判断で、このような放送袋行うことを可能とするよう要援する。� I

ロ扇面主業務め認定に係る閥鮒�  会喜怒2えぴ地方ブロックiこ向けた、題震が緩む情報・放送iこ対応した共用受綴装置の普及ニぞ i

• (2)認定の恋愛 が、マルチメディア放送会体としての阜期官普及のために必要悪となる重要な理事墳のひとつと考!

⑫その総会援護放送又は主主カブロック向iす放送金体としての慾|える。


綴普及のために必要となる事項
 

.3 . 




別紙様式� 

追記 (1)NHKはこれまで、地上放送やBS放送の普及・発展を先導してきた実績があり、マ

ルチメディア放送においても、公共放送としての「先導的役割Jが強く期待されるところであ

る。今後の制度整備にあたっては� NHKの参入に制約を謀さないよう要望する。� 

(2)マルチメディア放送は受信機ゼロから立ち上げるメディアであり、その位置付けや社

会通念などが定まっていないことに鑑み、番組規律はできるだけ緩和することが望ましいと

考える。� 

(3)マルチメディア放送全体を国民・視聴者の利便性に遇うメディアとするため、受信機

器の在り方を含め、全国向け放送と地方ブロック向け放送を包含した、一体的な普及政策の

確立を要望する。

さらに全国向け放送、地方ブロック向け放送共に、特定基地局のより効率的な配置を図るた

めに、送信局舎、電源設備、送信鉄塔等については、可能な隈り共用することが望ましいと

考える。� 
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意見議事

平成 2]年 8月 10臼

総務省情報祈樋行政局 放送政策課御中

重勝撒診 105-7444 
kう舎ょうとみなとくひがししんばしいちらょうめ

住所東京都港区東新機一γ目6・1

にほんてれ

氏名日ヌドテレ
めでいあせんりや〈きょくちょラ

メディア戦略局長 片向原牽
かたおかともあき

「携帯縦米向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に関する基本的方針

係DJfと闘し、話IJ販のとおり毅見合提出します。

当該鱗所 

(5頁〉

③放送務搬の

製作取引の滋

正a肢の糠保守事

のための具体

的な計磁

{記) 

3設見
く意見>

当該問所は削除すべきと考える。

く理由>

関守向けマルチメディア放滋に関する法律には、いわゆるハード・

ソフト分商品約j皮伐槌強能告と受託放送事業と議撒送事業に嫌ける

斜度)が議入2されている。
ハ}ド・ソフト分離制度には、 f締法の内容について行政の関与が

これまでより強まるのではないカリという艶念がある。先日、「通信・

放送の総合的な樹木系に関する検討委員会で実施怠れた「通信・腕去

の総合的な総体系の仰 jJ ~率的(知 j のパブロックコメントにお

いても、氏樹緩やNHK.日本新開協会などが照様州総念事と述べてい

る。とれを部均月 1013の問機婚員会は、その懸:都議議し、検討

~惑と3薮ïE*札ずることにした。

また、基本的方議|懐)が従わなければならない放送法には、第さ糸

「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人から

も干渉さ主以または規律されることがないjで、その懸念告と払拭すべき

考えを示している。 

1 




基本的方針儲)は、受託放送事業者の総絞り欝査において蜘没者接

続に闘する事項変多数百雪み、この臆念を増大志せている。

終iこ、当該箇所� f③放滋樹琵の製作猿引の適正性の確保などのため

のJ主体的な計事ちは、民間寝袋考掲の契約にままづく内容であり、緩蕊司区

桜として位置づけるための法s9誠実きが診織である。

したがって、当該箇所は草野食事項から削除すべきである。

抑制参蕪:平成21&問� JHO臼� f溺滋・放i迭の総合的な出体系に

関する後討委員会J Q)ll炎料2 21Ji 3S:媛、②祭事~4 主主21
 f仏

総指j下線部分

く製.w.>

漁{言・放送の総合的な法体系lこ関する検討議委員会答申(案)により、

地上デジタル放送には、将来、ハード・ソフト分縦制度が導入される予

慾でまちる。仮iこ、導入2された場合、その総皮絞妥?において行政はこのよ

うな艶念を抱かせぬよう十分に留意顔b吹い。� 

2 




意見番

平成� 21年� 8 Jj7 S 

総務省情報流滋行政烏

放送政策課御中

郵便番号� 137-80総

住所 翼賛綿議屋書議2 1-8 

氏名 (株)フジテレビジョン

機醤 "i"麟(常務取総役) 

f機手投端末i匂It'"Jレチメディア放送の実現に向けた制度喜怒綴に関する基本方針

(祭)Jに関し、� glJ紙の巡り意見をど提出します。� 

glJMI; 




! …該当館所� | 蕊見� 

13 委託放送業務の総T~正面向ナ放送の委託認定における表現の白出家夜基準 j
だに係る制度後備 !について、絶対審王監蕊準を議決権の三分のーとした上 

(2)総定の綴変 |で、比較密交基準は議決権の十分のーとしていますが、

①表現の政治の空草稿	 |比較務室基準は不要と考えます。

携帯鍛ヨ転向けγ ノレチメディア放送は新たなメディアで

あり、その普及促滋をと勘案すれば、地上:放送の系警護〈議

決権ト分の…)より緩やかな三分のーを絶対基準とした

ことは妥当と勾えます。

しかし、それに滋ねて比較稼査基診をど設けてしE支えば、

絶対基準の趣旨が災質的に務簿になり、結果として事業

務の経営の幾択肢告と狭めることにつながり求す。

かつて、衛星放送における基準緩殺の過程でも、三分の

への緩和が災施され、衛怠放送の鋳占えに資することに

なりましたが、その際に比絞審fi基畿は設けられていま

せん。主発機端末向けγ/レチメディア放送が、衛星放送等

よりもさらに案!議後州議いメディアであることを考え

れば、まちえて比較審査基惨な設ける綴拠を見出寸ことは

困難です。

家た、地方ブロック� II>Jけ放送における活気現の自治学有基� 1

者きでは、府議おの放滋対象地域と、申誇ずる放送対象地

域がl湾じ場合には、� 100%出資や然体参入3まで許獲さ

れています。これについては、ラジオ放送のおかれた現

状等に緩みて妥当な判断と考えますが、員長方ブロック!向

け放送についてこと3まで緩やかなまま準とする以上、全国

け放送にのみ厳格な比較審査議長撲を設ければ、基本方

針全体の一実伎が問われかねないと考えます。� 

3 委託飲送業主寿司〉総|標記唆践は、コンテンツの内務や議室長立に関わるものであ

主主に係る税反主装備� jり、� i放送事察組編集の肉由」をど損なうことのないよう、� 

(2)認定の若年交� i削除、あるいは放送として成立するために必築最低級皮� 

主総ふきブ!の士気徐に限定ずべきです。1:主主全霞泳法又

口ツク向け放送全体と� iまた、機記の去見事教宅夜間を設定・選択した理由や、共体的

しての番組の多様性の� iな基準のあり方等について、十分な説燃が必要と符えま

客室係	 iす。
④効系的な災主審京女述きな� i主際平野端末向けγ ルチメディア主主滋i土、新たなメディアと

ど、公共<J)名高祉の増君主に� iして受信機も含めてゼロから立ち上がるメディアであ



資する放送の客車係 iり、利用者のニーズやビジネスモデルについては主導言語学

⑤新士見詰ンチンツの，5'1探りの状態が続くことが予怒されます。過度な焼事撃によ

める綴会 iって、これから普及の主主大を目指すメディアとしてのま長

@い  bゆる沼マ…シャ i軟性や可能性の芽を緩むことのないよう、後援な対応を

ノレやシ滋ツザング後進呈 i要獲します。

電撃のおめる務i会

⑦足立人重毒薬註毒事?奪少益容に

守主替え務総省?与えるお

それのある後総のお然



別紙緩ま主

意見書

平成忽  1年 8il10日

総務省4繁華量君主道行政局

放送政策課御中

軍事後著書号瑚 105-8∞2

{ふりがな)みなとくはままっちょう

住所:J築家事事港区浜松1lIT1-31

(ふりがな〉ぶんかほうぞう

氏名:株式会社文化放送

代畿取締役校長三木毒患簿  

f携帯端3転向{すマルチメディア放送の実務に向けた制度整備に関する基本的

方針〈主義)Jに関し、}JIJ紙のとおり意見後提出します。

注 1 法人又は屈体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

主主公 用紙の大きidr泳、臼本工業主翼格A苦IJ4番とすること.}J IJ紙にはページ番

号を記載すること。



l 該き封筒所� 
γ… 

会事事

主IJ豪翼線式

憲章見叩ー� | 

今翻の「携職業向け?ノレテメディア放送の実批附た慨齢に関する泉純!

方針(災)� J i立、平成20年7Jlの ri誇字書端末!似すマルチメディア放送サ…ピス撃事現〉従� l

り方に潔ずる懇談会J事量管畿の提言iこ紛い、紋様車・音響・データ会事の様々 情々報を議長

軟に級み令立っせた、新しい放送事毒薬呈の3聴き認が石]毒患となる枠総みとなっており、蕊本的� 

iこは賛成できる。

なお、「通信・放送の総合的な主主体系J(7)~意見芸事祭主主実施されているが、本件にか

かる制皮慾僚がうもに行なわれるものと思われる。本方針策が後(7)j議f言・放送のまま合約

な法体系によって方針の変獲がなされることのないよう配慮を緩む。� 

71レチメディア放送では、終主主の受信者向tnこ機事長を送る最重信サ…1::"スも可舎をと忍l--Mく泌総平等に備知るこーであり三抑止; のないようにすることが必要と考える。� 

!l!:繁奇襲1]立無線路の免許{関設計阪の認定)fこ係る和� 

(3)関委設計E富の総定の事善後

①特定基地烏の蕊霞及び関設華寺銭
I i除手帯;JJパー主幹およびその達成年限について� l;t，務費者ニーズや滋淡の7 ーケット、

イ地方ブロック向け放送iこ係るま基星第 地主主的事要望3 を総決えて慈雲長季刊~iL翼連する澱殺計簡を議事慈し、毛野草震の健全主主および存議案

ぐ7)き寄託宅計画の総定の日から� 5年以内iこ
伎が事長てるように希望する。� 

(イ)放送対象地獄内の各線道緑撲において... 

賞、自動家会事による移動受僚の環境を控室録するために定める三主主撃は、社会インフf室主

ウ鉄滋、邑童書主義者事により寺島署憲章雪が移動した・・‘ lラの警察総毒事によ切裂を消するものであり、選ミ誌な務査主主絡が空襲交を冬れるのか 懸念されi
る。� i 

L叩ト何一一一一一司伽一一一一一一 一一一一叩町一一一一一一一i 



cil署審議百十閣の確実性

ハード察芸能殺の総'ilf;においては、世帯カパ一戦およびその逮成年限が大きく彩撃事ナ

る。事業計閣の機楽性の観点からも、置局に関しては、考評議華子の開設計画を毒事設すベ

きであると考える。

受f言設+震の事普及においては、受信機メーカ}の開発が不可欠である。受信機メ}式I. 
③受信設を蓄の早英霊普及のための災体告さな計Iil� 

ーの受後遺究機関多きに霊安ナる柔軟な制度の重量照会緩む。

3 警告訴主主主最重量務の認定iこ係る憲IJ~宣言警告義
地方ブt:1;'lタぬけ主主送において放送の多絞殺事室係するためには、あらゆるまぎ

(1)霊寄託して行わせる放送 jこ係る~主主義文
説話伎を排除しない周波数の指定が皇室ましいと考える。

@・・調放送対象地域ごとに幾2起するこみができる..・� 

ここ吋?ぶされている� f袋現の自由の専有J Iこ隠ずる考え方i立、� f携帯端末ぬけすノレ

チメディア放送サービス等の在り方に関する綴誇覧会jマ継われている既得放送事革委設竜野(2)総定の審査

①者里親の自由の享有 のノウハウの浴用を線認している点においては、jiij11附できるが、既存放送事業者が、

他業穫の新線建評議長者に比べ不利にならないよう華客滋ずる。

警卒業計燃においては経済的な面ばかりでなく、放送毒事業の公共性、社会約愛護憲も議選
ミ診察発計E蓄の確実稔

案ずべきと考える。

多チャンネル主主送も可能なマルチメディア妻女遣をにおいては、すべてのチャンネルで
③効果釣な災害放送など、公共の縫殺の縫進!こ霊童

一律に災害容放送毒事の対応を規定するのではなく、チャンネノレの特性に応じた薬事支え主総� 
する放送の確保

E立をiOiJ有意にせ「べきであると考える。

⑤新規コンテンツのdめる苦手j会
が深刻化している。市場動向を晃つつ既存アナ口グ放送からデジタル放送への緩やか

な移行も主翼線に入れた柔軟な編成が行なえるような制度とすることを要援する。� 

-2-



! 無料欽遂においては、コ?…シャルやショッピング番総立事業倣苦情右する革委営の胤 l

! ⑥いわゆるコマーシ判的ショッピング番総等の占め|機斡同小わる隈綴であり、決た、番総の内容を機資基準こすることは� f翻乱斜線の
~苦手j合 
-QJ'...，-). ....納J1::;1;'かわる欄でもあり不透努と似る。 

| 鍬なユーザーニーズに応えるサ…どスの酬が、錦繍の糊普及峨酌要j
古参受信設備の早英語習普及のための具体約な計画 素である。編成の多様性を機保するためのあらゆる可能性は排徐ずべきではなし¥と!

:考える。

生省減向け惨事設の苦手j合ゃなど番経災若手を制淡lとより主是主主ずることは、放送害事災者の番長義� 

i幸福終の自由iこ係わるものであることから、でtきる凝り戦議長者のさえ約半Ij断にゆだねる

|べきであると考える昏二一一
Ir~孟二郎t'"川ディア放送サーピ坊の夜り方に隠する懇談会 J 報告番i鴇

⑫その他全溺放送又I立地方ブロック向け放送金体と� 
かれている巡り、� NHKが放送に還ま麗し、その有するごヨンテンツや技術童話毒事のノウハ

してのE手議普及のために必獲となる察緩等� 
ウ会主き用することは、メテ、イアの害事及にとってま重要なことと考えるa 

| 
l

l
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話IJ紙綴式

意見警

平成21若手� 8月� 10回

総務省情報流滋行政局

放送政策課御中

護軍便番号:060-8501 

〈ふりがな〉杏つぼろしちゅうおう〈者た1むようにしSちょうめ

住所:札綴市中央区北� H島西� 5Tヨ
〈ふりカtな)怒っかいどうぼうそうかぶし曹かいしゃ

氏名:北海道紋i緩くきま〉

代表取締役社長 渡辺卓

「携帯端末向iすマルチメディア放送の実現に向けた総選定懇備に濁する議事本的方針

(案)j tこ関し、別紙のとおり意見を提出します。

滋ゲ法人又は殴事事にあっては、その名称及び代表殺の氏名を記載Tること。

注2 用紙の大きさは、日本工業銀格A初IJ4著書とすること。話IJ級にはページ事態努を昔日

載すること。



てコ
言家主語繍所� i 意見 一

制度整事蓄に濁する基本的方針の余般につい最新のデジ事 }v技術を用いた紛たな放送メディアが創設されることは社会!こ新た� j

い-c� iな間後一間であり基本的こ歓迎できる�  l 

地よそ予レピジ酒ン放送がき警念デジ告 jレ化しないと利用可能とならない周波数を号室� i

受信設備としての懇2震について 用する;ことから速やかな普及が必要であり、そのためには受儀設儀を主義務電話や;J一一定しているこ日 山とi一こ肘しLい、と� 

I.主慾主フ方Eブ口ツク肉iけす放送iにこ普参舎入する校dの〉主翁語初の状i双況で卒料5翼獣詩1すrるのでなく、 将来の空基

金屋拘iす放送及び地方ブロック向け放送 展・機事喜も考綴したよで、溺君主数の寄IH品がE苦言きかどうかを燦主義!こ検討すべきであ

が実現された後、慾波数の割滋湾総往等| る。

を2音波え、市町村等の地主義において滋該

地提案!匂Itの情報が受信でを{)放送の重軽ミ翼

後について検討を行うこととする。



. 3 J電

⑦特定書主総長議の護E鐙及び湾設5寺綴

イ地方ブロック向 iす放送iこ係る義務

開設計磁の認定の日から 6年以内!こ、各

放送対象士融機に割当てる周波数機嫌幡や

率業銭安踏まえ定める世帯カバー準の基

準君r~議?とすよう特定基地潟を護言語霊するこ;

-主主主まの車豪華寄;/:]1こ格差があり事業後!ま総竣!こよりばらつ設がある。蛍帯カパ…慈の

基準!まき量感一律でなく、地著書!こより意普及の状況を十分考E撃した義電車(f)設定が必要悪

と考える。

と 。;  

. 5 J電 

3. 委託主主主最幾務の認定に係る事Ijf;主要整備 

(2)認定(f)務笈

⑤豪誇幾コンテンツの占める談合 

5頁 

3. 委託放i絞殺務の認定に係る時lj躍を幾備 

(2)認定(f)簿登

③地方ブ cツク;発 iす放送については‘各主主

主堂対象ま露英まにおいて、その治主義向 iすの情

報のおめる~Ij合

従来から広〈聴取者に支持 dれ、魅力的な番組を提供してをた放送も加わること

がき詰談放滋の免震に大きな資総後もたらすものと考えるので、むしろ、割合後革審

査する警告には、災害放送が速やかに綴liII:できる既存のコンテンツが新規コンテン

ツにき撃し主話会れることがないように家主ちる。



l

の俄 わが2認の紋送!ま民放と NHtくが切礎琢磨する;こたにより発差是してきた。義者メデイ|E

NHKの参入について アの普及のため(特iこハ…ド面)に NHIくの参入iま不可欠である。トJトitくの番手入 

が可能となるま襲袋整備‘制IJ"喪作りを滋めるよう婆釜ずる。


